
 

議案第77号 

 

 

市道路線の認定について 

 

 

道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定により、市道路線を

下記のとおり認定する。 

 

 

令和８年６月１日提出 

 

 

国分寺市長 丸 山 哲 平   

 

記 

 

路線番号 起点 終点 幅員 延長 摘要 

市道南 

316号線 

国分寺市 

東元町二丁目 

774番19 

国分寺市 

東元町二丁目 

774番６ 

（ｍ） 

5.00 

（ｍ） 

98.70 
 

 

提案理由 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第40条第２項の規定により市に帰属

した道路を市道路線として認定するため、必要がある。 



所在：国分寺市東元町二丁目地内
市道南316号線認定図

案 内 図
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